修 繕 請 書

１　業務名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　履行場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　契約金額

　　　　　　　　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　　）

４　履行期限　　　令和　　　年　　　月　　　日

５　契約保証金

上記について裏面の各項目を遵守して確実に履行することをお請けいたします。

　　令和　　　年　　　月　　　日

　

　南さつま市長　本 坊  輝 雄　 様

　　　　　　　　　　　　　　　請負者　住所又は所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者又は氏名　　　　　　　　　　印
１　業務の履行　　　　別紙仕様書及び図書に基づくほか、発注者の指示に従うものとする。引渡された物件がある場合は、善良なる管理者の注意をもって保管すること。

２　権利義務の譲渡等　この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継しないこと。（あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除く。）

３　検査及び引渡し　　修繕が完了したときは、発注者に通知すること。検査は、発注者が通知を受けた日から10日以内に行い、検査に合格した通知を受けたときは遅滞なく目的物の引渡しをすること。

４　危険負担　　　　　発注者の責めに帰すべき理由による場合を除き、目的物の引渡し前に生じた損害は、すべて負担すること。
５　履行遅延の通知　　履行期限内に修繕を完了することができないときは、すみやかに通知すること。

６　履行遅延　　　　　正当な理由がなく履行期限を過ぎて修繕を完了したときは、遅滞日数につき、契約金額に対して年2.5パーセントの遅延利息を納入すること。

７　契約の解除　　　　債務不履行その他不誠実な行為により契約の全部又は一部が解除されても異議はないものする。この場合に契約金額の10分の１を違約金として納付すること。

８　代金の入金　　　　契約代金の入金は、目的物引渡し後適法な請求書を発注者が受理した日から30日以内とする。入金の期日が遅延したときは、遅延日数につき、未払契約金額に対して年2.5パーセントの遅延利息を請求することができる。

９　その他の事項　　　この請書に定めのない事項については、南さつま市契約規則によるものとし、規則に定めのない事項については、発注者と協議して定めること。
